
報告第 １３ 号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をした

ので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し承認を求める。 

令和６年６月４日提出 

有田川町長 中 山 正 隆 



. 



専  決  処  分  書 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次の事項を専決処分する。 

令和６年４月２５日専決 

有田川町長 中 山 正 隆 

専決処分事項 令和６年度有田川町一般会計補正予算（第１号） 

理 由  退職手当の支払いに伴う退職手当特別負担金について、

令和６年３月３１日付けの退職者が当初の見込みよりも

増えたことにより、今回、当初予算額を超過した請求が

あり早急に支払う必要が生じたため。



. 



令和６年度

有田川町一般会計補正予算 

（第 １ 号）



. 



令和６年度有田川町一般会計補正予算（第１号） 

令和６年度有田川町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，３６１千円を追加し 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，８５６，３６１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和６年４月２５日専決

有田川町長 中 山 正 隆
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予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

１ 総  括

２ 歳  入

３ 歳  出
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１　総　　括

（歳　　入）

19 繰入金 2,194,984 11,361 2,206,345

17,845,000 11,361 17,856,361歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（歳　　出）

2 総務費 2,099,593 11,361 2,110,954

17,845,000 11,361 17,856,361歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

11,361 0

0 0 11,361 0

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特 定 財 源

一　般　財　源

 千円  千円  千円
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